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出水期の安全対策
外水氾濫
河川の水が堤防
からあふれたり、
堤防が決壊した
りしたときに起
こります。

内水氾濫
降水量が下水道など
の排水施設の能力を
超えてしまい、雨水が
排水できなくなったと
きに起こります。

国土交通省
◀川の防災情報

埼玉県
◀川の防災情報

簡易水のうと段ボールによる方法

必要なもの
•ごみ袋（40リットル程度）
•段ボール
•ビニールシート

必要なもの
•ポリタンク
•ビニールシート

ごみ袋を二重にして、袋に半分程度の水を入れます。
その水のうを段ボールに詰め、ビニールシートで覆い、設置します。

ポリタンクを使用する方法

ポリタンクに水を入れて、ビニールシートで覆い、設置します。

他にも…
　非常食
　カセットコンロ（ガス）

家族の状況に応じて
　おむつ
　生理用品
なども日頃から備蓄しましょう

市内には、小・中・高等学校や公民館など
指定緊急避難場所（風水害）が124施設あります。
どこに避難するかをあらかじめ確認しておきましょう。

▲指定緊急
　避難場所

▲防災本

問い合わせ…危機管理課　i048-242-6357　k048-257-3535

防災情報を
入手しよう

水 の備蓄

1人 3リットル 家族の人数分

1人1日約5回 家族の人数分

※詳細は市ホームページや防災本（41ページ）をご確認ください。

河川の水位が高くなりやすい時期を指し、
具体的には、梅雨や台風などの集中豪雨が
多くなる6～10月が出水期にあたります。
気象情報や避難場所などを事前に確認し
ておくことはもちろん、備蓄すべき物品の
確認をするなど、日頃から災害に備えま
しょう。

出水期とは？

浸水対策

備蓄

知避難先

災害用トイレ
の備蓄

4人家族の場合
約140回分必要

4人家族の場合
84リットル必要

土のうを提供しています
戸建住宅などを対象に提供しています。（1世帯につき10袋まで）ご希望のかたは、お近くの消防署・消防分署にご連絡ください。

危機管理課（第一本庁舎5階）、支所、駅前行政センター、
公民館、消防局、消防署で配布中！

最低でも3日分は備蓄を！
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川口市資材の適正な屋外保管
に関する条例を施行します

資材置き場周辺などで、騒音や振動、交通上の問題などに起因するトラブルから市民の安全と生活環境を
保全するため、「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」を令和7年10月1日から施行します。

許可を受ける必要があるにもかかわらず、無許可で資材を屋外に保管した場合は罰則の対象となります。

許可申請が必要となる面積が変わります

令和7年9月30日まで 令和7年10月1日から
●旧条例
申請対象　資材の保管を行う

土地の区域が500㎡以上

●「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」
申請対象　資材の保管を行う

土地の区域が100㎡超え

令和7年10月1日から令和7年9月30日まで
●旧条例
罰　則　30万円以下の罰金

●「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」
罰　則　1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※罰則の適用は令和8年4月1日から

問い合わせ…開発審査課　i048-242-5319
k048-285-2003

1

既に資材を屋外に保管している場合も届け出が必要です2

罰則が強化されます3

令和7年9月30日以前から、100㎡を超える資材の保管を行う土地の区域で、
屋外保管を行っている個人や事業者も令和8年3月31日までに届け出が必要です。

屋外の一定の場所で、資材の保管（堆積、破砕、選別、積み替えなど
の作業を含む）を行う個人や事業者が対象です。

廃棄物、再生資源、建築用の材料や、
これらに類するものをいいます。

資材とは
が対象になるの？

詳細は市ホームページを
ご確認ください。

100㎡以下は
申請不要

10m
100㎡
を超えると 10m

申請が
必要

500㎡
以上で

申請が
必要


